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令和４年第３回東海村議会定例会提出議案説明要旨 
 

令和４年９月１日 

 

令和４年第３回東海村議会定例会に提出いたしました議案の概

要について，ご説明申し上げます。 

今回提出いたしました議案は，条例の改正３件，補正予算７件，

利益の処分２件，村道路線の認定，変更及び廃止１件，令和３年度

決算認定１１件の合計２４件でございます。 

 

議案第１３０号 東海村職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例の制定につきましては，人事院規則の一部改正に

伴い，育児休業の取得回数制限及び非常勤職員の子の出生後８

週間以内の育児休業の取得要件を緩和し，並びに非常勤職員の

子が１歳以降の育児休業の取得を柔軟化するほか，所要の改正を

行うため，条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第１３１号 東海村総合福祉センターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定につきましては，総合相談

支援課の移転に伴い，新たに設置する「相談支援センター」の規

定を追加するとともに，会議室の利用に関する規定を削るほか，所

要の改正を行うため，条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第１３２号 東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正する条例の制定につきましては，物価の上昇等による
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し尿処理手数料の見直しに伴い，従量制のし尿処理手数料を改定

するため，条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第１３３号 令和４年度東海村一般会計補正予算（第４号）に

つきましては，予算総額に歳入歳出それぞれ１２億１２７万２千円を追

加し，予算総額を２０２億７，６８１万１千円とするものでございます。 

補正の主な内容につきましては，電気料金の高騰分に係る公共

施設の電気料及びコミュニティセンター多目的ホール空調設備設

置工事の経費等のほか，令和３年度実質収支の確定に伴い，必要

な予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１３４号 令和４年度東海村国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）につきましては，予算総額に歳入歳出それぞれ 

１億２，５２６万３千円を追加し，予算総額を３１億２，７３５万円とするも

のでございます。 

補正の主な内容につきましては，令和３年度精算として国保支

払準備金への積立を行うほか，令和３年度実質収支の確定に伴い，

必要な予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１３５号 令和４年度東海村後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）につきましては，予算総額に歳入歳出それぞれ 

３８１万２千円を追加し，予算総額を５億６，８１８万円とするものでござ

います。 

補正の内容につきましては，令和３年度実質収支の確定に伴い，

必要な予算措置を講じるものでございます。 
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議案第１３６号 令和４年度東海村介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）につきましては，保険事業勘定の予算総額に歳入歳

出それぞれ１億６，４８１万６千円を追加し，予算総額を 

２９億７，４１０万５千円とするものでございます。 

補正の主な内容につきましては，令和３年度精算として介護給

付費準備基金への積立を行うほか，令和３年度実質収支の確定に

伴い，必要な予算措置を講じるものでございます。 

また，介護サービス事業勘定につきましては，予算総額に歳入

歳出それぞれ１２８万９千円を追加し，予算総額を１３６万３千円とす

るものでございます。 

補正の内容につきましては，令和３年度実質収支の確定に伴い，

必要な予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１３７号 令和４年度水戸・勝田都市計画事業東海駅西土

地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）につきましては，予算

総額に歳入歳出それぞれ５２３万１千円を追加し，予算総額を 

１億１，４９１万８千円とするものでございます。 

補正の内容につきましては，令和３年度実質収支の確定に伴い，

必要な予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１３８号 令和４年度水戸・勝田都市計画事業東海駅東土

地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）につきましては，予算

総額に歳入歳出それぞれ４６８万６千円を追加し，予算総額を 

１，８０２万８千円とするものでございます。 

補正の内容につきましては，令和３年度実質収支の確定に伴い，
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必要な予算措置を講じるものでございます。 

 

議案第１３９号 令和４年度水戸・勝田都市計画事業東海中央土

地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）につきましては，予算

総額に歳入歳出それぞれ５，５３４万６千円を追加し，予算総額を 

６億８，９２６万７千円とするものでございます。 

補正の主な内容につきましては，令和４年度の人事異動に伴う

職員給与費の減額を行うほか，令和３年度実質収支の確定に伴い，

必要な予算措置を講じるものであります。 

 

議案第１４０号 令和３年度東海村水道事業会計利益の処分に

つきましては，地方公営企業法第３２条第２項の規定により，令和３

年度剰余金処分計算書のとおり，利益の処分について議会の議決

を求めるものでございます。 

 

議案第１４１号 令和３年度東海村下水道事業会計利益の処分に

つきましては，地方公営企業法第３２条第２項の規定により，令和３

年度剰余金処分計算書のとおり，利益の処分について議会の議決

を求めるものでございます。 

 

議案第１４２号 村道路線の認定，変更及び廃止につきましては，

都市計画法第２９条の規定による開発行為により移管を受けた道路

を認定し，及び変更し，並びに農道整備に伴い関係する道路を変

更し，及び廃止する必要があるため，道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定により，議会の議決を求めるものでございます。 
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次に，認定第１号から認定第１１号までの１１件は，令和３年度東海

村一般会計，特別会計及び企業会計の歳入歳出決算の認定， 

並びに令和３年度茨城北農業共済事務組合の歳入歳出決算の認

定を求めるものでございます。 

 

以上，提出いたしました議案について概要を申し上げましたが，

詳細につきましては，お手元の議案書等によりご審議のうえ適切な

る議決を賜りますようお願い申し上げます。 

なお，今会期中に財産取得の変更１件，人事案件２件を追加提

出いたしたく準備中でございます。 

後ほど提出いたしますので，よろしくお願いいたします。 

以上で，提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

 


